
▲９月実施の様子▲

子育て世代救急教室に参加してみませんか？

　消防署では、幼少年期のこどもの命を守
ることを目的に、こどもの事故や疾病につ
いての予防対策や事故及び疾病後の適切な
対応を学ぶことができる子育て世代救急教
室を実施しています。
　昨年度までは、当日受付型体験教室とし
て消防庁舎でのみ実施していましたが、今
年度からは子育て世代包括支援センターな
どでも実施します。
　子育て世代包括支援センターでは、主に
にこ♡にこひろばでの行事後に実施します
ので、併せて学んでみませんか？また、鹿
川交流プラザなどでは、子育て支援課と共
同で出前講座を実施しますので、ぜひご参
加ください。
※お子さまの同伴可能です。
※当日受付型体験教室も随時実施していま
すので、お気軽に消防庁舎へお越しください。
　開催日程については、次のとおりです。

〇救急教室
日　　時 場　　所

10月18日㈮　午前11時～

子育て世代
包括支援センター

12月19日㈭　午前11時10分～
令和7年1月27日㈪　午前11時～
令和7年2月26日㈬　午前11時～
令和7年3月17日㈪　午前11時～

〇救急教室＋消防車両見学
日　　時 場　　所

10月16日㈬　午前10時30分～ 鹿川交流プラザ
11月21日㈭　午前10時30分～ 子育て世代包括支援センター
12月11日㈬　午前10時30分～ 切串交流プラザ

問 保健医療課　☎４３-１６３９

※日程は変更することがあります。10月の当番医
おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
８月16日～９月15日届け出分

「すこやか」は、生まれたお子さまについて掲載依頼書を提出された場合に
掲載しています。掲載希望の場合は、企画振興課へご連絡ください。

市税などの納期限￥ 口座振替日10月31日㈭

　税などは、期限内に納めましょう。ゆめタウン江田島内の市民サービス
センターでは、土曜日・日曜日・祝日でも納付できます。

男性 女性 計 世帯数
江田島 3,704 3,566 7,270 4,335
能　美 2,296 2,414 4,710 2,547
沖　美 1,424 1,361 2,785 1,686
大　柿 2,892 3,037 5,929 3,243
全　体
(前月比)

10,316
（△25）

10,378
（△38）

20,694
（△63）

11,811
（△45）

人口と世帯数（外国人市民を含む）
令和６年8月31日現在

6日㈰ 長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-47-0204

13日㈰ 水口医院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時 ☎0823-42-0018

14日
(月・祝)

えたじま幸田医院（大柿町柿浦）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-57-2046

20日 ㈰ 吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前9時～午後５時 ☎0823-42-1100

27日 ㈰ 澤医院（大柿町小古江）
診療時間：午前10時～午後５時 ☎0823-57-2003

ありがとうございました

寄附 （50音順・敬称略）
鹿川小学校用テント等教育用備品
白地水産㈱（能美町）
電話音声明瞭器(サウンドアーチ)
明治安田生命保険相互会社広島支社（広島市）

市県民税
（３期）

問�税務課
� ☎0823-43-1636

国民健康保険税
（４期）

問�税務課
� ☎0823-43-1636

後期高齢者医療保険料
（４期）

問�保健医療課
� ☎0823-43-1639

介護保険料
（４期）

問�高齢介護課
� ☎0823-43-1651

保育料
（10月分）

問�子育て支援課
� ☎0823-42-2852

住宅使用料
（10月分）

問�都市整備課
� ☎0823-43-1647

10 月の相談
■心配ごと相談（午後１時～３時30分）
問 権利擁護センターえたじま☎0823-27-8032
１日㈫� 能美保健センター
15日㈫� 江田島市民センター別館
■広島弁護士会の無料法律相談（午後１時～４時）
問 総務課☎0823-43-1111（代）
10日㈭　沖美ふれあいセンター（14ページをご覧ください）

※�こどもの診療については、事前に電話でお問い合わせ
ください。症状により、呉医師会休日急患センターな
どを紹介する場合があります。

※�救急車を呼ぶか判断に迷ったら、☎局番なし#7119(救
急相談センター)へ

　�つながらない場合は☎082-246-2000へお問い合わせ
ください。(24時間　365日対応)
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「おくやみ」は、亡くなられた方を掲載しています。このコーナーへの
掲載を希望されない場合は、企画振興課へご連絡ください。

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
８月１日～31日届け出分

江田島町
岩本　信江（秋月・88歳）� 宇土原　稔（小用・76歳）
岡田シゲ子（津久茂・93歳）� 沖　トキコ（小用・88歳）
重田　洋子（鷲部・93歳）� 梶田ヤヱコ（鷲部・88歳）
工藤　和義（津久茂・80歳）� 佐々木　武（鷲部・84歳）
貞清サナエ（津久茂・97歳）� 下房地辰子（鷲部・95歳）
　ツマヨ（中央・96歳）� 西野美波子（小用・88歳）

松田イツキ（小用・89歳）� 村上テル子（中央・102歳）
能美町
大津ヱミ子（鹿川・87歳）� 片岡　末子（鹿川・91歳）
河本　　清（高田・79歳）� 新宮サカヱ（高田・99歳）
田　又彦（高田・85歳）� 長谷　宏子（中町・78歳）

濱㟢　　滿（中町・90歳）� 船田　國夫（中町・91歳）
沖美町
佐山ヱミコ（是長・93歳）� 三浦　茂樹（美能・61歳）
山本　光雄（美能・78歳）
大柿町
石田アサコ（柿浦・93歳）� 内沖　　進（深江・92歳）
大上　幹一（大君・90歳）� 上河内春子（大原・93歳）
澤岡　政枝（飛渡瀬・90歳）� 澤村コトミ（飛渡瀬・87歳）
武田　信弘（飛渡瀬・66歳）� 立田サナエ（飛渡瀬・88歳）
天滿　葊子（大原・93歳）� 濵松千佐美（飛渡瀬・89歳）
前田　初惠（大原・89歳）� 山㟢カネミ（飛渡瀬・88歳）

火災・救急・救助は１１９番

消防つうしん
● 消防本部・消防署
☎0823-40-0119㈹
● 能美出張所
☎0823-45-4739

火災などのお問い合わせは☎0823-42-3119へ

令和６年８月１日～31日
火災・救急件数

火　災 ２件(12件)
救　急 169件(1,162件)

年金年金
だよりだより問 市民生活課 ☎０８２３-４３-１６３４・広島南年金事務所 ☎０８２-２５３-７７１０

公的年金制度について

※（　）内は令和６年１月から
の累計

　私たちの人生には、自分や家族の加齢、障害、
死亡などさまざまな要因で自立した生活が困難に
なるリスクがあります。こうした生活上のリスク
は予測することができないため、個人で備えるの
は限界があります。これらに備えるための仕組み
が公的年金制度です。

　公的年金と聞くと高齢になったときに受け取る
イメージが強いかもしれませんが、公的年金制度
には他に次のようなものもあります。
⑴重度の障害を負ってしまったときに受け取るこ
とのできる「障害年金」
⑵生計中心者が亡くなってしまったときに受け取
ることのできる「遺族年金」
　公的年金の給付を受けるためには、毎月の保険
料を納付して制度を支える義務を果たす必要があ
ります。
　また、経済的な理由で保険料を納めることが難

しい場合には、保険料の納付免除や猶予制度を利
用することもできます。
　毎月の保険料を納めず、保険料の納付免除や猶
予制度を利用しなかった場合は、保険料未納と
なってしまい、重度の障害を負ったときや、高齢
になったときに年金を受け取れなくなる恐れがあ
ります。

　公的年金制度は、今働いている世代（現役世代）
が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充て
るという「世代と世代の支え合い」という考え方
を基本とした財政方式で運営されています。（保
険料収入以外にも年金積立金や税金が年金給付に
充てられています。）
　このように公的年金制度は、日本国内に住む
20歳から60歳の全ての人が保険料を納めること
で、その保険料を高齢者などへ年金として給付す
る仕組みとなっています。

なぜ公的年金制度は必要なの？

年金はどのようなときに受け取れるの？ 公的年金制度はどのような仕組みなの？

広報えたじま　令和６年10月 広報えたじま　令和６年10月 26262727


